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第１章 現状と課題 

 

第１節 山形市の現状 

 

（１） 位置 

山形市は、東北６県の中では中央よりやや南に、山形県内では中央から南東よりの山形盆

地の東南部に位置します。 

   市域は、５市３町と接しており、市域東側は仙台市及び川崎町、西側は山辺町、中山町及び

南陽市、南側は上山市、北側は天童市及び東根市に接しています。 

 広域的な位置付けとしては、山形県の県庁所在地であり、３市２町(山形市、上山市、天

童市、山辺町、中山町)からなる山形広域都市計画区域の中心として位置付けられていま

す。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            図 山形市の位置 

 

 

 

 

 

 

東経 140°32′～140°11′ 

北緯 38°08′～38°21′ 
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（２） 地勢 

山形市は、市域が奥羽山脈、山形盆地、西部丘稜地にまたがり、面積のほぼ６５％は丘稜地

帯であり、東西距離は３０．７ｋｍ、南北距離は２３．２ｋｍ、面積は３８，１５８ｈａを有

する内陸都市となっています。 

市域東側にある奥羽山脈は、蔵王国定公園の指定地域が大半を占めており、亜高山帯、山地

帯を形成し、変化に富んだ豊かな自然環境を形成しています。 

市域中央にある山形盆地の東側は、最上川水系の馬見ヶ崎川と立谷川の扇状地が占め、その

馬見ヶ崎川の扇状地には市街地が発展し山形五堰が流れています。山形盆地の西側には、須川

が流れ、田園などの農地が広がっており、緑と水の豊かな自然環境を形成しています。 

市域西側にある西部丘陵地は、白鷹火山のカルデラにみられる西部湖沼群を形成しており、 

その特質的な地形がゆえに、貴重な動植物の宝庫になっています。 

 

 

図 山形市の地勢 
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（３） 歴史・文化・観光 

山形市は、出羽山形藩主である最上義光が築いた城下町を核として発展してきており、山

形城跡（霞城公園）の東側に寺町が位置するなど、市街地内に多くの寺社が立地しています。 

また、明治維新により藩が廃され県に改まると、山形には統一山形県の県庁が置かれ、明治

２２年に市制を施行、その後２１の村を合併して市域を拡大し現在の規模となり、平成元年に

は市政１００周年を迎えました。 

市街地には、国の史跡に指定されている霞城公園、国の重要文化財に指定されている郷

土館（旧済生館本館）や文翔館（旧山形県庁）、国の登録有形文化財に登録されている清

風荘などがあり、市街地周辺にも、松尾芭蕉の「奥の細道」として有名で国の名勝史跡に

指定されている山寺・立石寺、いにしえの合戦の世を偲ばせる長谷堂城跡や成沢城跡、山

岳信仰の名残りを留める石鳥居など、歴史的にも価値の高い寺社や建造物、史跡などが市

内に数多く現存しています。 

霞城観桜会、山形花笠まつり、山形大花火大会、日本一のいも煮会フェスティバル、山形ま

るごとマラソン、蔵王樹氷まつりなどの多彩なイベントやまつりが実施され多くの市民や観

光客で賑わっており、蔵王温泉や蔵王温泉スキー場、山寺などは、全国的にも有名な観光地と

なっています。 

 

  

注）観光資源、山の位置については、山形市観光協会のホームページ内 

「やまがた観光マップ」を参考にしています。 
図 代表的な観光資源 
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28.0 

45.7 
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面積

夜間人口

従業人口

就学人口

製造品出荷額等

小売販売額

医師数

山形市 他市町村

注1）面積、夜間人口：Ｈ２７国勢調査

注2）従業人口、就学人口：Ｈ２２国勢調査

注3）製造品出荷額等：Ｈ２６工業統計

注4）小売業販売額：Ｈ２６商業統計

注5）医師数：総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」

（４）県都としての機能 

山形市の市域面積は、３８，１５８ｈａであり、山形県全体の面積のわずか４％ですが、夜

間人口は山形県全体の約２３％、従業人口
※
は約２４％、就学人口は約３７％と高い割合を示

しています。 

また、昼夜間人口比
※
は東北の県庁所在地のなかで一番高く、山形市内に通勤・通学する

人が多い傾向にあり、県都として産業・雇用・教育・医療など諸機能の中心的役割を担って

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 山形市の対県シェア 

図 東北の県庁所在地における昼夜間人口比 
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（５）中心市街地の活性化 

山形市の中心市街地は、平成２０年１１月に認定を受けた中心市街地活性化基本計画
※
に基

づき、石積み水路などの歴史・文化資源の保全や「山形まるごと館紅の蔵」と「山形まなび

館」、「水の町屋七日町御殿堰」などの新たな交流施設の整備と活用が進められ、賑わいの創出

が進んでいます。また、平成２６年１０月には新たな中心市街地活性化基本計画が認定を受

け、今後も街なか回遊の推進や空き店舗対策、山形の歴史・文化資源を活かした新たな拠点の

整備などを推進し、中心市街地の活性化に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 中心市街地の状況（平成２６年撮影航空写真） 
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(0.4%)

(27.1%)

(0.8%)

(12.5%)

(59.6%)

（６）人口 

 山形市の人口は、国勢調査
※
によると、平成２７年で約２５万４千人であり、平成１７年の

約２５万６千人をピークに人口は減少しています。 

 また、平成７年と平成２７年を比較すると、老年人口（６５歳以上）の人口割合は、１６．

９％から２７．１％と増加している一方、年少人口（１５歳未満）の人口割合は１６．２％か

ら１２．５％と減少しており、少子高齢化がさらに顕著になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注）平成２７年国勢調査 

図 人口の推移 
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 人口動態をみると、自然動態は平成１０年をピークに徐々に少なくなり、平成１８年以降は

減少傾向に転じ、死亡数が出生数を上回る状況が続いています。 

一方、社会動態は、平成１７、１８年および平成２１年以外は、転入より転出が多く、転出

超過となっています。 

なお、平成２３年の社会動態の急激な増加は、同年３月以降の大幅な転入によるものであり、

東日本大震災の影響と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注）平成２７年山形市統計書 

図 人口動態 
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人口密度と人口重心※ 

 山形市は、東北の県庁所在地と比べ、市域面積が小さく、人口密度は仙台市についで高くな

っています。また、山形市の人口重心は、平成２２年の国勢調査によると、桜町付近（東経 

140度 19分 49.79秒、北緯 38度 15分 10.04秒）にあります。人口重心と中心駅との距離を比

較すると、山形市の人口重心は、福島市についで中心駅に近く、全国的に中心部から人口重心

が遠ざかる傾向にあるなかで、山形駅を中心としたまとまりのある均衡のとれたまちであると

評価できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  図 東北県庁所在地の市域面積と人口密度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 人口重心と中心駅の距離 

注）平成２７年国勢調査 

注）平成２２年国勢調査、ＧＩＳによる計測 
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 山形市の行政区域人口は、安定的な傾向を示す中で、市街化区域人口は増加傾向にあります。

平成１０年以降、市街化区域の拡大はありませんが、市街化区域人口は、平成２０年と平成 

２８年を比較すると、３，８４１人の増加となり、市街地へ居住する傾向が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 注）山形市の都市計画資料編 

図 市街化区域人口 
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人口密度と第１次産業 

 山形市の市街化区域においては、人口密度が８０人／haを超える地域がみられ、山形広域都

市計画区域マスタープランにおける山形市の市街化区域の目標人口１６６，５００人（平成 

３２年）を上回る人口が居住しています。 

 また、地域別の第１次産業の就業人口
※
の割合から、市街化区域外の地域が農業を支えてい

ると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）平成２２年国勢調査 

図 地域別人口密度分布 

 

 

 

 

凡例

H22国調_人口密度
5人/ha未満
10人/ha未満
15人/ha未満
40人/ha未満
60人/ha未満
80人/ha未満
80人/ha以上

都市計画区域
市街化区域
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注）平成２２年国勢調査 

図 第１次産業就業人口の割合 

 

  

H22国勢調査_第1次就業人口割合
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（７）世帯数  

 山形市の世帯数は増加傾向にあります。 

単独世帯などが増加し、１世帯当たりの世帯人員が減少しています。６５歳以上の高齢単独世

帯数が、平成７年から平成２７年で約３倍に増えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 世帯数と世帯当たり世帯人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 世帯数の変化（平成 7年と平成 27年） 

注）平成２７年国勢調査 

注）国勢調査 注）平成２７年国勢調査 
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（８）雇用 

 山形市の就業人口は、高齢化が進行する中、平成７年頃をピークに減少傾向にあります。 

第１次産業人口（主に農業）は減少が続き、昭和５５年は１２．６千人でしたが、平成２２年

には４．７千人と半数以下になっています。第２次産業人口（主に製造業・建設業）は、平成２

年頃をピークに減少傾向となっています。第３次産業人口は平成２２年頃に減少に転じています

が、割合は高くなり、小売店や医療・福祉、サービス業で働く人々が多くなっています。 

また、就従比
※
は東北の県庁所在地のなかでは仙台市に次いで高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 東北県庁所在地の就業人口の産業構成 
図 産業種類別就業人口の推移 

118.5 121.5
126.0

130.2 129.4
125.7

120.2

12.6 11.0 9.1 7.9 6.9 6.1 4.7

31.0 32.3 33.6 32.2 30.8
25.5 23.7

74.9 78.0
82.9

89.6 91.3 92.0
87.7

0

25

50

75

100

125

150

S55年 S60年 H2年 H7年 H12年 H17年 H22年

就
業
人
口
（
千
人
）

総就業人口 第１次産業 第２次産業 第３次産業

注）国勢調査 

3.5%

3.2%

3.3%

0.8%

1.9%

4.4%

7.8%

9.0%

7.9%

8.9%

8.5%

7.1%

10.8%

5.8%

5.2%

5.6%

8.3%

15.3%

7.4%

9.5%

9.3%

11.4%

8.9%

6.5%

20.5%

19.9%

20.9%

21.6%

19.7%

16.1%

50.0%

52.6%

53.4%

51.7%

52.7%

50.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

山形市

青森市

盛岡市

仙台市

秋田市

福島市

農林漁業 建設業

製造業 電気・ガス・情報通信・運輸

卸小売業 他３次産業

注）国勢調査 

図 東北の県庁所在地における就従比の推移 
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（９）土地利用 

山形市は、行政区域約３８，１５８ｈａのうち約１５，９９０ｈａが都市計画区域であり、

そのうち市街化区域は約４，０９３ｈａとなっています。行政区域のうち平成２７年の市内の

土地利用は、宅地が１９．８％を占め、農地は、田畑をあわせて３５．１％、山林は３５．０％

となっています。平成１０年と比較すると、宅地面積の割合が増加し、農地、山林面積は減少

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）平成２７年山形市統計書 
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用途地域※  

 用途地域は建築物の用途・容積率
※
・建ぺい率・高さ・壁面の離れなどの形態に制限を加

えることで、生活環境の向上と商業の利便の増進を図るため、地域の特性に応じて定められ

ます。山形市では昭和７年に用途地域を当初決定し、平成８年５月２１日に居住環境
※
の保

護や多様化した市街地への適切な対応を主な目的とし、新用途地域に変更しました。当初の

用途地域８種類のうち、住居系の用途地域３種類が７種類に細分化され、工業系と商業系の

用途地域とあわせ、新用途地域は以下に示す１２種類となっています。現在、市街化区域の

約７割（＝２，８６５ｈａ／４，０９３ｈａ）が住居系で占められ、約２割が工業系、約１

割が商業系となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 用途地域 
出典：山形市の都市計画資料編 

 面積（ha） 

第１種低層住居専用地域 336 

2,865 

第２種低層住居専用地域 530 

第１種中高層住居専用地域 167 

第２種中高層住居専用地域 450 

第１種住居地域 929 

第２種住居地域 197 

準住居地域 256 

近隣商業地域 134 
335 

商業地域 201 

準工業地域 519 

893 工業地域 204 

工業専用地域 170 

合計 4,093 

 

表 用途地域別面積 

面積 
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市街地環境 

山形市の市街地は、城下町の面影を残す中心市街地を囲むように、土地区画整理
※
事業など

で開発されています。また、良好な市街地環境の形成に向け、平成２５年度末までに２０地区

で地区計画
※
を策定し、さらに平成２２年１月１日より建築物の高さを規制する高度地区を導

入しています。 

市街地の拡大に伴い、人口集中地区（ＤＩＤ地区）
※
の面積拡大と人口密度の低下傾向がみら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 土地区画整理事業区域と人口集中地区 

図 地区計画 

都市計画区域
市街化区域
その他地区計画
H11年以降の地区計画

凡例

都市計画区域
市街化区域
土地区画整理事業区域
人口集中地区(H22）

凡例
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図 人口集中地区（DID 地区）の面積と人口密度の推移 

図 人口集中地区（DID 地区）の変遷 

都市計画区域
H22年DID
H2年DID
S45年DID
市街化区域

凡例

注）国勢調査 注）平成２７年国勢調査 
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（１０）交通  

山形市の道路は、市域を南北に結ぶ国道１３号をはじめ、国道１１２号、国道２８６号、国

道３４８号などを骨格とし、道路網が形成されています。 

都市計画道路
※
は、環状道路

※
としての役割や主要地域を結ぶ幹線道路として、全体の約 

６４．０％（平成２７年度）が整備を完了しております。 

鉄道は、山形新幹線、奥羽本線、左沢線と仙山線の４路線があり、市内には４路線の中心と

なっている山形駅をはじめ１１駅があります。 

路線バスは、山形駅を中心とした放射状の路線網となっており、市域を広く網羅しています。 

また、中心街循環バス
※
や、地域と中心市街地を結ぶコミュニティバス

※
、地域自主運行交通

※
など、公共交通の活性化と生活交通の確保に向けた取組みが行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 道路網と鉄道 
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図 都市計画道路整備状況 

図 バス路線網 
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0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

20歳代以下 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代以上

男

女

総数

注）『運転免許統計（平成２７年版）補足資料２』警察庁交通局運転免許課、平成２７年国勢調査

自動車への依存 

 山形市の世帯当たり乗用車保有台数は、平成２７年度で１．５台／世帯となっており、他

の東北県庁所在地と比べ、高くなっています。 

 また、現在の乗用車免許保有率は、高齢者で低くなっていますが、今後、免許保有率の高い

年齢層が高齢化することにより、全体的に免許保有率が高くなることが予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 世帯当たり自動車保有台数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年代・性別免許保有率 
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（１１）みどり・景観  

 市街地を囲むように田園・森林が広がり、市街地では公園や緑地などの整備が進められてい

ます。公園の整備状況は、開設数２３２箇所、開設面積３９４．０９ｈａ（平成２７年度末）

となっています。また、馬見ヶ崎川や山形五堰などは、身近に緑と水を感じることができる水

辺空間となっています。 

「都市景観ガイドプラン
※
」、「中心市街地景観ガイドプラン」及び「山形市景観条例

※
」など

に基づき、地域の特性に応じた景観形成が進められています。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ha） 

 

 

 

 

出典：山形市の都市計画資料編 

図 公園の整備状況 

図 都市計画公園などの状況 
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（１２）災害への備え 

 地震、風水害、土砂災害、火山噴火など、各種災害の度合いは、被害のおそれのある区域ご

とにハザードマップ
※
を作成し、随時、公表と見直しを行っています。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  図 浸水想定エリアと急傾斜地崩壊危険箇所の分布 

図 想定震度と断層帯 
出典：山形市資料 

出典：山形市資料 
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図 蔵王山の融雪型火山泥流のハザードマップ（蔵王地区版） 

  

蔵王山火山 融雪型火山泥流避難地図【融雪型火山泥流ハザードマップ】暫定版

　この避難地図（ハザードマップ）は、国が作成したマグマ噴火期の融雪型火山泥流の被害想定を基に作成しています。
　実際の災害時には、想定に示された以外の地域でも、地形により泥流の状況が変化しますので、低地等で危険度が高い場所では、
　自らの判断により退避してください。

みはらしの丘小学校

第十中学校

元木公民館

桜田小学校

蔵王第一中学校

南山形小学校
泥流では使用不可

南山形コミュニティセンター
泥流では使用不可

第九中学校

蔵王第一小学校

蔵王コミュニティセンター

噴火発生後
泥流の到達予想

１時間３０分

　

凡例
　

最大水深（ｍ）

0－0.5

0.5－1

1－2

2－3

3－

避難区域

防災支部

市避難所

市避難所

避難方向

危険箇所

避難経路

この地図は、山形市作成の１００００分の１地形図を

使用したものです。
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（１３）その他暮らしを支える施設 

 上下水道の普及率は、上水道が給水区域の９９．９％、公共下水道（汚水）が９７．５％（平

成２７年度末）となっています。また、下水道（汚水）の整備率は、平成１０年度の６７．５％

に対し平成２７年度は９８．６％、下水道（雨水）の整備率は、平成１０年度の１５．３％に

対し平成２７年度は２９．７％となっており、整備拡張が計画的に進められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 公共下水道（汚水）整備状況 

  図 公共下水道（雨水）整備状況 
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（１４）市民参加 

 山形市では、市民活動・事業者・行政のそれぞれの主体がお互いの特性と立場の違いを理解

し合い、役割を分担しながら豊かな市民社会を支える共に創るまちづくりを進めています。 

 平成２３年４月より郊外部の地区公民館はコミュニティセンターに移行し、各地区の市民・

団体によって運営され、地域課題の解決、地域の特徴を活かした地域住民の自主的な地域づく

りやまちづくり活動などに活用されています。 

 また、平成１０年に特定非営利活動促進法が制定され、山形市においてもＮＰＯ
※
法人は増

加しており、平成２７年度末で市内に事務所を持つＮＰＯ法人は１２５団体となっています。 

 

 

  

  図 市内に事務所を持つＮＰＯ法人数の推移 

注）山形市資料 
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第２節 市民ニーズ 

（１）市民アンケート 

山形市では、平成２４年度に「山形市都市計画マスタープラン見直しに係る市民アンケート」を

実施し、その結果などに基づき、まちづくりに係わる市民ニーズを整理しました。 

 ① 居住満足度（住みやすい） 

市民の７６％が、山形市は住みやすいと評価しています。 

「比較的住みにくい」「とても住みにくい」と評価する人は、わずか５％で、平成８年の

アンケート実施時の８％と比べ、「住みにくい」と評価する市民は減少しています。 

また、市街化区域に住む市民ほど、住みやすいと評価する人が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

注）平成２４年市民アンケート 

 

図  居住満足度（住みやすさ）の比較 

図 地域別の居住満足度（住みやすさ） 
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 ② 定住志向 

市民の６５％が、山形市に住み続けたいと評価しています。 

「住み続けたくない」と評価する人は８％で、平成８年のアンケート実施時の１４％と比

べ、「住み続けたくない」と評価する市民は減少しています。 

また、地域別にみると、定住志向の高い地域は、市街化区域に限らず、市街化調整区域
※
に

も分布しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

注）平成２４年市民アンケート 

図 定住志向（住み続けたいか）の比較 

図 地域別の定住志向 
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（％） 

③ 住み続ける理由と居住地区の満足度 

山形市に住み続ける理由には、「住み慣れているから」に次いで、「自然が豊かで景観が美

しいから」が多く（総合計画市民意識調査より）、自然環境に恵まれていることが住みやす

く、住み続けることのポイントとなっています。 

一方で、公共交通の利用しやすさや歩きやすさなど、交通環境の面で満足度が、低くなっ

ています。 
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買い物の便利さ

地区の防犯

通勤のしやすさ

医療・福祉施設の近さ

遠くの眺め(景観)のよさ

まちなみや家なみのよさ

運動・余暇を楽しめる場所が身近にある

自動車の利用しやすさ(道路・駐車場)

通学のしやすさ

自転車の利用しやすさ

交通事故の危険が少ない

道路の歩きやすさ

住民間の交流が盛んである

公共交通の利用しやすさ

満足度

注）山形市市民意識調査結果（平成２３年３月） 

注１）平成２４年市民アンケート 

注２）５段階評価の平均満足度 

図 住み続けたい理由 

図 居住地区満足度 

53.6

25.8

19.2

18.0

15.2

14.9

12.8

10.9

7.2

7.2

3.1

4.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

住み慣れているから

自然が豊かで景観が美しいから

買い物や余暇活動の環境がよいから

治安がよいから

勤務地や通学地が市内にあるから

交通の利便性がよいから

両親や親戚が市内在住だから

医療や福祉施設が整っているから

近所づきあいがよいから

特に理由はない

子育てや教育環境がよいから

その他

住み続けたい理由



34 

④ 住替える場合、自宅のそばにあった方がよい施設 

住替える場合、自宅のそばにあった方がよい施設は、年齢に関係なく、「日常的な買い物

のできる店舗」が最も多くなっています。 

年齢が高ければ高いほど、「病院・医院」や「福祉施設」を希望し、年齢が低い層は「職場」

「学校」を重視する傾向があり、年齢に応じて自宅周辺にあることを希望する施設が異なっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

  

注）平成２４年市民アンケート 

図 年齢別の「自宅のそばにあったほうがよい施設」 

56%

6%

10%

11%

11%

1%

2%

47%

8%

15%

12%

11%

2%

1%

52%

13%

10%

10%

5%

4%

3%

52%

19%

12%

6%

2%

4%

2%

48%

20%

13%

3%

3%

7%

4%

49%

29%

6%

1%

3%

7%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

日常的な買い物のできる店舗

病院・医院

公園・緑地

職場

学校

福祉施設

行政機関

年齢別の「自宅のそばにあったほうがよい施設」

15～29才

30～39才

40～49才

50～59才

60～69才

70才以上
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⑤ 住替える場合、自宅周辺に望む交通環境 

住替える場合、自宅周辺に望む交通環境は、「歩いて暮らせる地域」「自動車が利用しやす

い地域」が多くなっています。 

年齢が高い層では、「歩いて暮らせる地域」が多く、年齢が低い層は「自動車が利用しやす

い地域」が多く、年齢に応じて望む交通環境が異なっています。 

 

 

 

 

 

 

  

注）平成２４年市民アンケート 

図 年齢別の「自宅周辺に望む交通環境」 

20%

36%

11%

21%

13%

26%

38%

19%

10%

7%

31%

36%

17%

9%
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35%

29%

17%

7%

12%

37%

30%

20%

7%

7%

36%

20%

32%

5%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

歩いて暮らせる地域

自動車が利用しやすい地域

バスが利用しやすい地域

自転車が利用しやすい地域

鉄道が利用しやすい地域

年齢別の「自宅周辺に望む交通環境」

15～29才

30～39才

40～49才

50～59才

60～69才

70才以上
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⑥ 市民がまちづくりに望むこと 

行政に力を入れてほしいことは、居住地や年齢に共通して「災害に強いまちづくり」が最

も多くなっています。 

その他は、居住地や年齢に応じて重視する点は変わりますが、上位５位は、「徒歩での生

活がしやすいまちづくり」「公園や運動・余暇を楽しめる場の整備」「バスや鉄道の使いやす

さ」「身近な生活道路の整備」で共通しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

53

40

35

33

32

0 10 20 30 40 50 60

災害に強いまちづくり

徒歩での生活がしやすいまちづくり

公園や運動・余暇を楽しめる場の整備

バスや鉄道の使いやすさ向上

身近な生活道路の整備

（％）

災害に強いまちづくり

徒歩での生活がしやすいまちづくり

公園や運動・余暇を楽しめる場の整備

バスや鉄道の使いやすさ向上

身近な生活道路の整備

65才未満 65才以上 65才未満 65才以上

１位
災害に強い
（51％）

災害に強い
（58％）

災害に強い
（48％）

災害に強い
（54％）

２位
公園や運動・余暇

（36％）
徒歩での生活
（52％）

バスや鉄道
（38％）

徒歩での生活
（44％）

３位
徒歩での生活
（34％）

公園や運動・余暇
（31％）

公園や運動・余暇
（35％）

身近な生活道路
（44％）

４位
バスや鉄道
（30％）

身近な生活道路
（28％）

身近な生活道路
（35％）

公園や運動・余暇
(34％）

５位
身近な生活道路

（29％）
バスや鉄道
（27％）

徒歩での生活
（35％）

バスや鉄道
（34％）

市街化区域居住者 市街化区域外居住者

注）平成２４年市民アンケート 

図 お住まいの地区で行政に力をいれてほしいこと（上位５項目） 

表 地域別・年齢別の「まちづくりに望むこと」 

 

 

 

 

注）平成２４年市民アンケート 
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（２）企業アンケート 

山形市では、工業振興計画を検討するため、平成２４年度に「企業アンケート」を実施し、 

７７社から回答を得ました。 

 ① 企業のニーズ 

   リーマンショック後、経済は緩やかな回復傾向にありますが、事業環境について不満を持

っている企業が多くあります。その理由として、「優秀な労働力が確保できない」が最も多

く、「事業用地が手狭」「助成制度が充実していない」などの意見が多く出されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 事業環境について             図 事業環境が整っていない理由 

 

 

（３）商業者アンケート 

 山形市では、平成２４年度に今後の市民生活の利便性向上などへの対策を検討するため、「商

業者アンケート」を実施し、１０３社から回答を得ました。 

① 商業者のニーズ 

 小売業者への買い物支援サービスアンケートでは、８割を超える小売店で配達サービス   

（８１．６％）を行っており、次いでインターネット・電話・FAX注文（６０．２％）、買い

物代行サービス（１６．５％）の順に高くなっています。 

電話などで依頼があれば車で送迎サービスを行っているなど、買い物支援サービスに前向

きに取組む意見が寄せられています。 

  また、小売業者が困っていることは、集客や交通に関する意見が多く出されています。 

 

 

 

 

注）平成２４年企業アンケート 

事業環境

は整って

いる
31.2%

事業環境

を意識し

たことは

ない
11.7%

事業環境

は整って

いない
50.6%

無回答

6.5%

事業環境について

18.8

7.8

17.2

23.4

3.1

6.3

17.2

6.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

事業用地が手狭である

交通網やインフラが整備されていない

製品等の納入先が遠い

優秀な労働力が確保できない

地域住民から苦情がある

地域企業とのネットワークがない

県や市の助成制度が充実していない

その他

事業環境が整っていない理由
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第３節 都市計画マスタープラン（平成１０年１０月策定）の評価 

都市計画マスタープラン（平成１０年１０月策定）で定められたまちづくりの５つの方針につ

いて、進捗状況及び市民アンケートの調査結果から評価を行いました。 

①土地利用 

・中心商業業務地区では、中心市街地活性化基本計画を推進し、土地区画整理事業や市街地再開

発事業
※
などによる魅力ある都心空間の形成が進められています。一方、回遊性のあるまちづ

くりについては、ネットワーク化の取組みが進んでいません。 

・都市軸を形成する主要交通軸に沿った、新市街地の整備など良好な市街地の形成を計画的に進

めていますが、既成市街地
※
における生活環境の整備については、進んでいないものもありま

す。 

・工業・流通系の既存団地の空き区画が少なく、新たな立地需要に対応するための受け皿が不足

していたため、新産業団地の整備を進めています。 

・東西の里山・田園地域、山岳・丘陵地域は、環境を維持しながら良好な定住環境の整備や身近

な自然にふれあうことのできる拠点づくりが進められており、市域の身近な自然（緑・水辺）

に恵まれていることに対する市民の満足度は高くなっています。 

 

②交通体系 

・広域圏域間を結ぶ広域幹線道路をはじめとした骨格道路の整備が順次進められ、アクセス性の

向上が図られています。一方、整備が進まない道路については、地区から整備要望が寄せられ

ています。 

・山形駅周辺の基盤整備や中心市街地などへのアクセス性を高める道路整備、地域公共交通総合

連携計画の策定などにより公共交通の利便性向上に向けた取組みが進められています。一方、

山形駅以外の鉄道駅周辺の基盤整備やバスの定時性確保に向けた取組みなど、進んでいないも

のもあります。 

・広幅員の歩道や自転車歩行者道の整備により、安全で快適な歩行者・自転車空間の確保が進ん

でいます。また、自転車・歩行者が回遊できるようなネットワークの確保については、取組み

が順次進められています。 

 

③河川、公園・緑地、上水道・下水道 

・市民生活を豊かにし、「緑」の空間の基盤となる、新たな公園や河川空間を活用した緑地の整

備などが行われています。 

・安定的な給水及び水資源の確保が進められ、また、公共下水道など排水処理施設の整備が順次

行われています。 
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④都市環境・緑・景観 

・「緑の基本計画」や地区計画制度の活用などにより、都市の緑化への取組みが進められていま

す。また、魅力的な景観の形成を図るため、景観条例に基づく指導や地区計画・高度地区の決

定を行っています。この結果、住環境に係わる日当たりや風通しの市民の満足度は高いものに

なっています。 

 

⑤安全・安心なまちづくり 

・市街地の災害時における被害拡大を防ぎ、緊急輸送道路
※
として機能する広幅員の道路やバリ

アフリー化など誰もが安心して利用できる施設整備が、街路事業などにより順次進められてい

ます。この結果、地震・大火・風水害、土砂災害などに対する安全性についての市民の満足度

は比較的高い結果となっています。 

 

表 事業進捗状況 

 

項目 平成１０年度 平成２７年度 

市街化区域 区域面積 4,096ha 4,093ha 

土地区画整理事業 

箇所数 80箇所 84箇所 

事業面積 1,864.15ha 2,016.63ha 

地区計画決定 決定地区数 7地区 20地区 

都市計画道路 

整備延長 97.46km 155.8km 

整備率 40.2％ 64.0％ 

都市公園・緑地 

箇所数 179箇所 232箇所 

開設面積 218.91ha 394.09ha 

下水道 整備率 67.5％ 98.6％ 

 

 

  



40 

第４節 都市計画を取り巻く情勢 

 

社会経済情勢の変化に伴い、都市計画法などの法制度の改正をはじめ、国による新たな制度の

制定が進められ、自治体では新たな制度に沿った都市計画に関連する取組みが行われています。 

 

（１） 人口減少・超高齢社会※ 

①地方創生 

・地方の人口減少の歯止めをかけ、住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある社会を維

持していくために、平成２６年に「まち・ひと・しごと創生法」が制定されました。地域の潤い

ある豊かな生活を安心して営むことができる社会を形成することと、地域における魅力ある多

様な就業の機会を創出するために、地方の長期ビジョンとして、将来の目指すべき方向と人口

の将来展望（地方人口ビジョン）を具体化しつつ、地域の実情に応じた具体的な施策をまとめる

地方版総合戦略を策定し、地方創生の推進に取り組んでいます。 

 

②集約型の都市構造・中心市街地の活性化 

・平成１０年以降、まちづくり三法（「都市計画法」、「大規模小売店舗立地法」、「中心市街地活

性化法」）の改正などが行われ、近年、国では集約型の都市構造の実現に向けた取組みが進めら

れています。それらを踏まえ、多くの都市では、歩いて暮らせるコンパクトな集約型都市の構築

が喫緊の課題となっています。なお、都市再構築戦略検討委員会
※
では地方都市の目指すべき都

市構造のイメージとして、以下の３都市を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 集約型都市構造の事例 

出典：国土交通省におけるコンパクトシティの取組について 
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・コンパクトなまちづくりの推進に向けて、住宅及び医療、福祉、商業その他の居住に関連する

施設の立地の適正化を図るため、これらの施設の立地を一定の区域に誘導し、誘導すべき施設

についての容積率及び用途規制の緩和などの所要の措置を講ずる法律（「都市再生特別措置法」）

が制定され、「コンパクトなまちづくり」と「公共交通によるネットワーク」が連携した新しい

まちづくり（立地適正化計画）が期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「鉄道沿線まちづくりガイドラン（第一版）」が平成２７年１２月に公表され、コンパクトな都

市構造の実現に向け、鉄道を軸とした都市機能の再編を効果的に推進されるよう、地方公共団体・

鉄道事業者等の連携に向けた場づくりを支援する取り組みが進められています。 

 

 

 

 

 

図 立地適正化のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：立地適正化計画概要パンフレット 
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・集落
※
地域においては、地域の生活サービスを維持するため、買い物や医療・福祉などの生活

サービスを歩いて動ける範囲に集め、各集落との交通手段を確保する、「小さな拠点」づくりの

取組みが進められています。複数の集落が散在する地域において、持続可能な地域づくりを推進

するため、「小さな拠点」を核としたふるさと集落生活圏
※
の形成を促進することとしています。

「小さな拠点」とは、商店、診療所などの日常生活に不可欠な施設や、地域活動を行う場を、歩

いて移動できる範囲に集めた地域の拠点であり、「ふるさと集落生活圏」とは、「小さな拠点」と

周辺の集落とをコミュニティバスなどで結んだ圏域と位置付けられています。 

 

 

図 「小さな拠点」と「ふるさと集落生活圏」 

 

・山形県で策定した「山形広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（平成２４年８月

策定）では、都市づくりの基本的な方向性として、都市機能の集積と利便性が高くコンパクト

な中枢都市圏の形成を掲げています。山形県の中枢都市圏として居住、産業、福祉など各種都

市機能の充実を図り、市街地と郊外のバランスのとれた適正な配置と拠点の計画的な配置や充

実を目指しています。 

 

 

 

 

ふるさと集落生活圏

小さな拠点

出典：『小さな拠点』づくりガイドブック 
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 ③公共交通の利用促進 

  「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」（平成１９年法律第５９号、一部改正（平成

２６年法律第４１号））や「交通政策基本法」（平成２５年法律第９２号）の成立により、地域の

ニーズに適合した積極的な公共交通の導入や維持について自治体が計画策定や特定事業に係る

認定などを行うことが可能になりました。それに伴い、地域公共交通総合連携計画の策定やコ

ミュニティバス、デマンドバスなどの公共交通の利用促進の取組みが行われています。さらに、

コンパクトシティの実現化に向けて公共交通ネットワークの再構築（地域公共交通網形成計画）

の取り組みも期待されています。 

 

 ④効率的なエネルギーシステムによる低炭素都市づくり
※ 

  「都市の低炭素化の促進に関する法律」（平成２４年法律第８４号）の制定に伴い、都市機能

の集約化や公共交通機関の利用促進、エネルギーの供給ネットワークの構築、緑地の保全など

に関する市街地内の総合的な取組みについて、自治体が低炭素まちづくり計画を策定し、それ

に基づく事業を国が補助する仕組みが制度化されています。 

  また、温室効果ガスの大幅な削減など、低炭素社会の実現に向け、高い目標を掲げて先駆的な

取組みにチャレンジするモデル都市を国は、「環境モデル都市」として選定し、重点的に支援す

る試みも実施されています。 

 

 ⑤社会資本の維持管理 

  「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成１１年法律第１１

７号）や指定管理者制度
※
により、公共施設の建設に対する民間資金の導入や公共施設の維持管

理に際し、市民ニーズに応じたより効率的な運営を行うなどの取組みが進められています。 

 

⑥地域の福祉・保健・医療の質の向上のための地域包括ケアシステム 

  高齢者が、できる限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療、

介護、介護予防、住まい、日常生活の支援が包括的に確保される地域包括ケアシステムの構築が

進められています。 
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⑦健康医療福祉の視点からのまちづくり 

  「健康・医療・福祉のまちづくりの推進ガイドライン」が平成２６年８月に公表され、超高齢

社会のもと、多くの高齢者が地域において活動的に暮らせるために、日々の暮らしで「街を歩く

こと」「コミュニティ活動」といった生活活動を高める自治体の都市政策を支援する国土交通省

による取り組みが進められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 健康・医療・福祉のまちづくりのイメージ（市街地イメージ） 

 

  

出典：健康・医療・福祉のまちづくりの推進ガイドライン 
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（２）地方分権・裁量の拡大 

 

 ①市町村への権限移譲 

  「都市計画法」の改正や「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律」（平成２３年法律第３７号）の施行により、これまで都道府県知事

の同意が必要であった地域地区の都市計画決定などについて、地方自治体が主体的に都市計画

を定められるようになり、地域の特性に合った地域地区の見直しや地区計画の決定などが各自

治体により進められています。 

 

②市民・ＮＰＯなどと共に創るまちづくり 

  ０．５ヘクタール以上の一団の土地の区域について、土地所有者の３分の２以上の同意を得

ているなど一定の条件を満たしている場合に、土地の所有者やまちづくりに関するＮＰＯなど

が、都市計画の決定や変更の提案をすることができる都市計画提案制度などが創設され、市民

が都市計画をはじめとする行政の施策に対して積極的に関わる機会が増えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 都市計画を取り巻く情勢 
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第５節 今後のまちづくりの課題 

 

山形市の現状、市民ニーズ、都市計画マスタープラン（平成１０年１０月策定）の評価及び都

市計画を取り巻く情勢から、新たな都市計画マスタープランに求められる課題を以下のとおり整

理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①人口の減少に伴う税収の減少も懸念される中、山形市の魅力を高め、人口減少に歯止めをか

ける取組みと、日常生活サービス機能や行政サービス水準の維持や向上のための、効率的・効

果的なまちづくりが必要とされています。 

②超高齢社会を迎え、高齢者をはじめとした市民の生活環境の維持や向上が求められています。 

①身近な自然環境である市街地周辺の田園や森林、地域に点在する歴史・文化資源の保全と活

用への取組みが必要とされています。 

②県都として行政・教育・文化機能などの維持・向上、中心市街地の魅力向上、商業施設など

に対する市民ニーズへの対応などが必要とされています。 

③世帯構成の変化と、価値観やライフステージ
※
など、ライフスタイルの多様化に応じた住宅

需要への対応が必要とされています。 

④市街地の空洞化を抑制するため、魅力ある居住環境を整備するとともに、人口減少が続く集

落の活力の維持が必要とされています。 

⑤若年層の人口流出を抑制し、既存産業の規模拡大や新たな需要に応えることのできる雇用の

場の確保が必要とされています。 

⑥蔵王や山寺などの観光地や観光資源の魅力を引き出し、交流人口
※
の増加と地域の活性化に

つながるまちづくりが求められています。 

①自動車を持たない人や利用できない高齢者などの暮らしを支える交通環境の形成への取組み

が必要とされています。 

②地域の実情に応じた、生活の足の確保と地域同士のネットワーク化が求められています。 

③徒歩や自転車など環境負荷の少ない交通手段が安全で快適に利用できる魅力ある道路空間 

が必要とされています。 

【課題１】人口減少・超高齢社会 

【課題２】土地利用 

【課題３】交通 
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①地球温暖化などに対する国際的な要請や市民意識の高まりから、低炭素都市づくりなど、ま

ちづくりにおいても総合的な取組みが求められています。 

②市民ニーズから、身近な自然（緑・水辺）に対する満足度が高い一方で、公園や運動・余暇を

楽しむ場の整備が望まれています。 

【課題４】都市環境・みどり 

①市民が健康でいきいきと暮らせ、今後もすみ続けたいと感じられるよう、買い物や医療、福祉

などの日常生活サービス機能の維持と向上が必要とされています。 

②災害に強いまちづくりと安全・安心に暮らすことができる環境づくりが求められています。 

③市民の暮らしを支えている道路をはじめとした社会基盤や公共公益施設
※
の計画的な整備や

維持管理などへの取組みが必要とされています。 

【課題５】安全・安心なまちづくり 

① 地域コミュニティの活性化と地域での暮らしをさらに良いものとしていくため、地域の特性 

に応じた、市民の自主的な地域づくりやまちづくりへの参加が必要とされています。 

【課題６】地域・市民参加 


